
北海道史編さん委員会条例

平成３０年３月３０日

（北海道条例第５号）

（設置）

第１条 郷土の歴史に対する道民の理解と関心を深めるとともに、歴史的な資料を道民共有

の貴重な財産として後世に伝え、もって本道の学術と文化の振興に寄与するよう、北海道

史の編さんに関する方策を定め、これを推進するため、知事の附属機関として、北海道史

編さん委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条 委員会は、北海道史の編さんに関し、知事の諮問に応じ調査審議するほか、必要に

応じ知事に意見を述べるものとする。

（組織）

第３条 委員会は、委員15人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 歴史の研究に関する団体の役職員

(3) 前２号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

５ 知事は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。

（委員長）

第４条 委員会に委員長を置く。

２ 委員長は、委員が互選する。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

（部会）

第５条 委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

（専門委員及び臨時委員）

第６条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは専門委員を、特別の

事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員を置くことができる。

２ 専門委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

３ 専門委員は当該専門の事項に関する調査審議が終了したとき、臨時委員は当該特別の事

項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

４ 知事は、特別の事由があるときは、当該専門の事項又は当該特別の事項に関する調査審

議が終了する前であっても、専門委員又は臨時委員を解任することができる。

（規則への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。

附 則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。

参考資料 ２


